
令和８年１月２０日 福祉部 福祉総務課 1

豊島区における

災害時要援護者対策

令和７年度
難病対策地域協議会資料

資料4



(定義)

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(7) 要配慮者 発災時の避難行動、発災後の生活などの各段階において特に配慮を要する者をいう。

(8) 災害時要援護者 要配慮者のうち、別表第１に規定する、災害時において特に援護を要するものをいう。

(9) 避難行動要支援者 要配慮者のうち、別表第２に規定する、避難行動において特に支援を要するものをいう。

(災害時要援護者及び避難行動要支援者に対する施策)

第15条 区長は、災害時要援護者及び避難行動要支援者を救助し、又は援護する体制が日頃から地域において整備されるよ
う、次に掲げる各号について必要な支援を行わなければならない。

(1) 町会、自治会、民生委員、警察署、消防署等の連携及び協力による体制の整備

(2) 区立福祉施設等の介護可能な施設の運営及びサービスの提供を行う事業者の連携及び協力による体制の整備

２ 区長は、前項に定める場合において、必要があると認めるときは、協定を締結することができる。

３ 区長は、第１項に規定する施策を推進するため、災害時要援護者及び避難行動要支援者に係る個人情報のうち別表第３
で掲げるものについて、法第49条の11第１項の規定により目的外利用を行い、地域防災組織又は別表第４で掲げるものに
対して、同条第２項の規定により外部提供を行い、必要な個人情報を共有させるものとする。ただし、自己等の個人情報
を共有させることを希望しない災害時要援護者及び避難行動要支援者に係る個人情報についてはこの限りでない。

４ 区長は、前項に定める共有を行うため、災害時要援護者及び避難行動要支援者の登録名簿を作成するとともに、個人情
報の取扱いに関する研修を行い、確実な方法により管理しなければならない。

５ 災害時要援護者及び避難行動要支援者は、災害時の自己の安全を確保するため、前各項の趣旨を理解し、協力するよう
努めなければならない。

豊島区防災対策基本条例

１．災害時要援護者・避難行動要支援者の定義（関係条例）
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3

豊島区防災対策基本条例

・東京都知事から愛の手帳の交

付を受けた者又は道府県知事等

から療育手帳等の交付を受けた

者

・介護保険法（平成9年法律第

123号）による要介護状態区分

が要介護度3から5までのいずれ

かに該当する者

・身体障害者福祉法（昭和24年

法律第283号）による身体障害

者手帳の交付を受けた者（以下

「身体障害者手帳所持者」とい

う。）で、その障害の総合等級

が1級から4級までのもの

・その他区長が必要と認める者

別表第１（災害時要援護者）

・東京都知事から愛の手帳の交付を受けた者であって障害の程度

が1度から3度までのもの又は道府県知事等から療育手帳等の交付

を受けた者であって障害の程度がこれらと同程度のもの

介護保険法による要介護状態区分が要介護度3から5までのいずれ

かに該当する者

・身体障害者手帳所持者であって、総合等級が1級又は2級であり、

かつ、下肢機能障害が1級から4級までのもの

・身体障害者手帳所持者であって、体幹機能障害が1級から3級ま

でのもの

・身体障害者手帳所持者であって、移動機能障害が1級から3級ま

でのもの

・身体障害者手帳所持者であって、視覚障害が1級又は2級のもの

・身体障害者手帳所持者であって、聴覚障害が2級又は3級のもの

・人工呼吸器を利用している者であって、別に、区に名簿登載の

申込みをしたもの

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123

号）による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であり、か

つ、その障害の等級が1級又は2級であって、別に、区に名簿登載

の申込みをしたもの

・その他区長が必要と認める者

別表第２（避難行動要支援者）

住所

氏名

年齢

性別

電話番号又はファクシミリ番号

登録事由

別表第３（名簿掲載情報）

民生委員

警察署

消防署及び消防団

社会福祉協議会

その他区長が必要と認める団体

別表第４（名簿共有先）

豊島区地域防災計画

【名簿掲載情報】

・氏名

・年齢

・性別

・住所又は居所

・電話番号その他連絡先

・登録事由

・前各号に掲げるもののほか、
避難支援等の実施に関し区長
が必要と認める事項

【避難支援等関係者（名簿共有先】

・地域防災組織

・民生委員

・警察署

・消防署・消防団

・社会福祉協議会

・高齢者総合相談センター

・その他区長が必要と認める団体

１．災害時要援護者・避難行動要支援者の定義（別紙抜粋）



２．災害時要援護者名簿の種類
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個人情報の取扱いに配慮すべき方（DV等支援措置、免疫機能障害）のみを掲
載した名簿。災害時は区職員のみが閲覧し、安否確認を行う。（避難支援等
関係者その他関係団体等は、名簿を閲覧できない）
提供先：区職員のみ
更新頻度：年に４回

区職員安否確認リスト

地域共有名簿

災害時要援護者のうち、名簿情報を平常時から外部共有することに同意した
者のみを掲載した名簿。（不同意の意思表示がない場合は同意とみなす）災
害時に迅速な避難支援等を行うために、平常時における見守り活動、顔の見
える関係づくり等に活用する。
提供先：避難支援等関係者
更新頻度：２年に１回（令和６年度から変更）

災害時要援護者

避難行動要支援者

名簿情報の外部提供に

「不同意」の者

施設入所者
※原則、地域共有名簿に掲載しないが、
意向調査への未回答者等が名簿に掲載

支援措置、免疫機能障害

名簿情報を平常時から外部提供することに不同意の者も掲載した、災害時安
否確認用の名簿。災害時は、災害時要援護者等の支援のため、避難支援等関
係者その他関係団体等に対して、避難支援等の実施に必要な限度で名簿情報
を提供する。※DV等支援措置、免疫機能障害を除く
提供先：避難支援等関係者その他関係団体等
更新頻度：年に４回

安否確認名簿

災害時要援護者データベース（全件名簿）



３．災害時要援護者名簿の作成について①
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１．全件名簿（名簿管理ツールから印刷可能）

作成目的

災害時要援護者全員を把握するため、災害時要援護者名簿管理ツールにより管理・作成

更新頻度

四半期に一度更新

基準日

４月・７月・１０月・１月の１日を基準して当該月の１０日頃更新

名簿公開範囲

防災主管課職員及び福祉主管課職員のみ

２．区職員安否確認リスト（名簿管理ツールから印刷可能）

作成目的

DV等支援措置者と免疫機能障害者（以下、「機微情報保持者」という。）の安否確認を実施する

ために作成

掲載対象

全件名簿に掲載されている災害時要援護者のうち、機微情報を保持する方

名簿公開範囲

機微情報保持者の安否確認に携わる区職員のみ
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３．安否確認名簿（発災時は各救援センターで名簿管理ツールから印刷可能）

作成目的

発災時、各救援センターで災害時要援護者の安否確認を実施するために作成

掲載対象

全件名簿に掲載されている災害時要援護者のうち、機微情報を保持していない方

名簿公開範囲

各救援センターにおいて安否確認業務に携わる職員及び区民等

４．地域共有名簿（名簿管理ツールから印刷し配布）

作成目的

平常時、名簿提供先が実施する活動（訪問等の見守り活動や地域での支え合いの仕組みづくり

など）を通して災害時に備えるために作成（隔年で作成）

掲載対象

安否確認名簿に掲載される災害時時要援護者のうち、地域共有名簿への掲載意向調査（参照：

８ページ）において「不同意」の申出をした方以外

名簿公開範囲

町会・自治会等、条例で規定する避難支援関係者（参照：3ページの名簿共有先）に配布

３．災害時要援護者名簿の作成について②



４．各名簿の掲載人数
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１．全件名簿（令和８年１月１日現在）

９，２７８人（うち、避難行動要支援者５，４３９人（５８．６％））

２．区職員安否確認リスト（令和８年１月１日現在）

３４０人（うち、避難行動要支援者６人（１．８％））

３．安否確認名簿（令和８年１月１日現在）

８，９３８人（うち、避難行動要支援者５，４３６人（６０．８％））

４．地域共有名簿（令和６年１２月作成）

５，７５４人（うち、避難行動要支援者３，１２４人（５４．３％））

上記の他、災害時に安否確認を必要とする高齢者等については、区内に８か所ある

高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）において「見守り名簿」を作成

し必要な対応を行うこととしている。



５．地域共有名簿への掲載意向調査について
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１．実施時期 令和６年７月～９月（隔年で実施）

２．１回目調査書送付（施設入所者等を除き７月２２日に送付）

８，２９５人（うち、避難行動要支援者４，８１０人（５８．０％））

３．２回目調査書送付（１回目の未回答者へ９月９日に送付）

４，４３５人（うち、避難行動要支援者２，７２７人（６１．４％））

４．調査結果

同意 ３，２７５人（３９．５％）

不同意 １，６４９人（１９．９％）

未回答 ３，２３５人（３９．０％）

郵便戻り １３６人（ １．６％）



６．地域共有名簿の配布について
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１．配布時期 令和６年１２月（隔年で配布）

２．配布先機関等（配布方法）

町会・自治会（区政連絡会で配布）

民生委員（民生・児童委員連絡会で配布）

警察署、消防署、消防団（防災危機管理課から直接配布）

豊島区民社会福祉協議会（直接持参）

高齢者総合相談センター（センター長連絡会で配布）

３．配布媒体・配布形態

名簿を紙に印刷して配布先機関・個人毎にフラットファイルに収納し配布

※町会・自治会へは併せて鍵付きのバックを配布

４．その他の配布物

※資料１「災害時要援護者地域共有名簿取扱マニュアル」以降、資料は以下のZフォルダー参照

Z:¥全庁交換フォルダー¥006001福祉総務課¥1月分（3月末削除）¥災害対策Ｇ¥難病対策地域協議会参考資料



７．個人情報の取扱いに関する研修
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１．実施時期 令和７年２月８日

２．対象 町会・自治会の防災担当者及び役員

３．研修内容

①個人情報保護法における要援護者名簿の取り扱いと保管について

→条例に定めのある個人情報の取扱いに関する研修を実施
※資料２「防災対策と個人情報～町会・自治会向け～」
動画： （ https://www.youtube.com/watch?v=tP0NvoV8z4E ）

②災害時要援護者名簿の活用方法について

→名簿の活用方法と区内町会及び他自治体における活用事例を紹介

※資料３「災害時要援護者地域共有名簿活用事例集」

※資料４「災害時要援護者及び避難行動要支援者支援の手引き」

４ ．参加者 ６３町会・９２人
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８．掲載意向調査の結果の入力・名簿作成（名簿管理ツール画面）

対象者検索画面

個別避難計画入力画面

意向調査入力画面



９．個別避難計画の作成について
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１．法的根拠 令和３年の災害対策基本法の一部改正において、避難行動要支援者

の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画について、市

町村に作成を努力義務化。

２．実施方法 優先度の高い避難行動要支援者について令和３年度からおおむね５

年程度で作成することを市町村に求めている。

３．作成状況 延作成件数 ７７４件

４．その他 現在、豊島区介護事業者災害対策連絡協議会への個別避難計画の作

成委託を進めている。（契約締結作業中）

年度内は委託による作成希望者のうち介護サービスの利用者に対す

る作成を進める。

来年度以降は、サービス未利用者へ作成委託拡大を検討。



１０．個別避難計画の作成に関する調査
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１．実施時期 令和６年７月

２．実施方法 地域共有名簿掲載意向調査と併せて個別避難計画の作成への同意、

自主作成の呼びかけを実施するとともに、作成へは同意するが自主

作成が困難な方へは、作成委託の希望調査を実施

３．調査結果 調査対象者 ４，８１０人

個別避難計画作成への同意 １，１５０人（２３．９％）

自主作成による計画提出 ７７４人（１６．１％）

委託による作成希望 ２８４人（ ５．９％）



１１．個別避難計画の様式

14※資料５「わが家のひなん計画（記入見本）



１２.災害時要援護者の安否確認体制
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介護事業所は、BCPに基づき収集した利用
者の安否情報を、区との協定又は要請に基
づき、８つの圏域の高齢者総合相談セン
ターのいずれかに、報告します。
高齢者総合相談センターは、取りまとめた
情報を安否確認システム（名簿管理ツール）
に入力し、区災害対策本部へ報告します。

①介護サービス事業所

障害福祉サービス事業所は、ＢＣＰに基づき、利用者の
安否状況の確認を行い、区災害対策本部や救援セン
ターへメール、FAX等により報告します。
通信手段が遮断している場合は、近隣の救援センター
へ直接安否情報を報告します。報告を受けた災害対策
本部や救援センターでは安否確認システムに安否情報
を入力し、安否情報を共有することにより、迅速な安否
確認活動が行えるようにしていきます。

②障害福祉サービス事業所 ③救援センター

区内３５か所に設置された救援セン
ターにおいて、地域との共同による安
否確認作業を実施します。結果は配備
職員安否確認システムに入力します。
発災時に迅速な安否確認活動を展開す
るため、救援センターを基軸とした共
助と公助との連携による体制を整備し
ます。

下記①～③に加えて、地域の方に情報共有できない方
（DV等支援措置、免疫機能障害）は、区職員が安否確
認を行う。

各介護サービス事業所
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安否確認マニュアル
安否確認に関するマニュアルに
ついては、「災害時要援護者等
支援マニュアル」の他、「救援セ
ンター用安否確認マニュアル」
「介護サービス事業者用安否確
認マニュアル」「障害サービス事
業者用安否確認マニュアル」の
作成を進めている。
現在公開しているのは「障害
サービス事業者用」（ 資料６「地
震発生時用安否確認マニュアル
〈障害福祉サービス事業所編〉」
参照。 HPで公開）のみ。
他のマニュアルについては、令
和７年度中の公開に向け作業
を進めています。

救援センター方式の安否確認は、「安否確認名簿」（紙）を使って行います。
名簿は、各救援センターの端末で「名簿管理ツール」を使って、放課後対策課のプリン
タから印刷します。

１２.災害時要援護者の安否確認体制（イメージ図）
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１３.災害時要援護者の安否確認入力・集計（名簿管理ツール画面）

入力・履歴画面

対象者検索画面

集計画面
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１４．無事ですシ－ルについて（概要）

１．作成目的 災害時要援護者の安否確認活動は、救援センターや障害サービス事

業者、介護サービス事業者など、複数の主体が同時に活動すること

から、訪問による重複確認を避け、効率的な安否確認活動を実現す

るために作成

２．作成種別 ①無事ですシール（Ａ５サイズ：令和６年に１万部作製）

→災害時要援護者が自主的に提示するシール

②安否確認済みシール（Ａ６サイズ：令和６年に３万部作製）

→安否確認協力者が災害時要援護者宅に掲示するシール

３．配布先 ①災害時要援護者（令和７年３月に配布）

②救援センター、障害サービス事業者、介護サービス事業者

※障害サービス事業者、介護サービス事業者へは令和７年３月に

配布済み

救援センターへは順次配備を進めている。



１５．無事ですシ－ルについて（利用方法①）
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説明
・外から、安否情報が分かる
・様々な主体が安否確認を行うため、
安否確認が済んでいる家庭に（別の
主体が）何度も訪問することを防ぐ。
➡効率的な安否確認に寄与

・シールには記入欄があり、シールを
確認したら、日時と所属を記入する
ことで、重複確認を避ける。

・Ｒ７年度に「要援護者本人」「障害・介
護事業者」に配布済

・救援センターへは順次配備を進めて
いる。



１５．無事ですシールについて（利用方法②）
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豊島区では、災害が起きた際、救援センターや障害
福祉・介護サービス事業者の協力を得て、災害時要
援護者の方の安否確認を行います。

「無事ですシール」・「安否確認済シー
ル」は、大震災発生時に助けが必要な方
を速やかに見つけるためのツールです。

地域の被害を減らすために、シールの掲出の協力を
お願いしています。
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１６．災害時要援護者の避難場所について

１．避難場所

国は、避難行動要支援者の避難場所について、福祉避難所への直接避難を推奨

していますが、豊島区の福祉救援センター（福祉避難所）は、発災後必要に応じ

て開設される場所（二次避難所）にあたるため、福祉救援センターへ直接避難は

できません。

そのため、救援センター（避難所）内に、災害時要援護者を受け入れるための

福祉室（福祉避難スペース）を設けて、災害時要援護者を含む要配慮者を受け入

れます。

２．福祉救援センターの開設

発災時、定員超過等により、救援センターで要援護者の受け入れが困難になっ

た場合や、避難した要援護者が、自宅に戻るめどが立たず、福祉室等で長期間に

わたる避難生活が困難であると思慮される場合など、災害対策本部の決定により

開設されます。

本区の福祉救援センターは、「介護型」「障害型」「子育て支援・乳幼児対応

型」の３類系があり、本人の状況に併せて収容先を決定します。
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１７．災対福祉部の組織について

１．災対福祉部の組織

３課５班体制（カッコ内の数字は災対福祉部指定職員数）

●管理・ボランティア課 庶務班（６名）

ボランティア班（５名）

●要援護者対策課 要援護者対策班（１０名）

安否確認・避難支援班（８名）

●福祉救援センター課 福祉救援センター班（介護型２０名）

（障害型１３名）

（子育て支援・乳幼児対応型：調整中）

２．災対福祉部指定職員の指名について

発災時、安否確認や福祉救援センターの開設・運営等、災対福祉部として最低限の機

能を維持するため、昨年度、防災危機管理課と調整して、福祉救援センターとの調整に

一定の知見があったり、近隣に居住していて災害時の総応力が高いなど、一定の要件に

あてはまる災対福祉部職員６２名を災対福祉部指定職員として指名し、災対福祉部各課

や福祉救援センターへ配置した。
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１８．今後の課題について

１．移送体制の構築

自力での避難等が困難な要援護者等を自宅から救援センターや緊急医療救護所、

また、救援センターから福祉救援センターへ移送する体制が整っていない

２．福祉サービスの提供及び医療との連携

令和７年の災害救助法及び災害対策基本法において、福祉サービスの提供が正

式に位置付けられたことにより、従来からあった医療の提供との連携が課題

３．福祉救援センター開設の判断基準及び受入対象者の判断基準

福祉救援センター開設の必要性を判断するために、救援センターへの避難者や、

在宅の避難者の中から、真に福祉救援センターへの避難が必要な人数をどのよう

に把握するか、また、福祉救援センターへ収容する際の、優先順位の付け方や誰

がどのように判断するかなどの課題がある



 災対福祉部の体制整備
 災対福祉部の情報集約

 安否確認
 移送
 名簿・システム

 介護型の開設・運営
 備蓄物資

震災・風水害対策
推進本部

管理・ボランティア課
チーム

要援護者対策課
チーム

福祉救援センター課
（介護）チーム

福祉救援センター課
（障害）チーム

福祉救援センター課
（子育て）チーム

個別避難計画
チーム

 障害型の開設・運営
 備蓄物資

災害時要援護者
対策部会

 個別避難計画

 子育て支援・乳幼児対応
型の開設・運営

◎福祉総務課、防災危機管理課、高齢者福祉課、障害福祉課、介護保険課

◎福祉総務課、防災危機管理課、区民活動推進課、高齢者福祉課、障害福祉課、介護保険課

◎高齢者福祉課、防災危機管理課、福祉総務課、介護保険課

◎障害福祉課、防災危機管理課、福祉総務課

※子ども家庭部にて検討
※検討状況を対策部会に共有していただく

◎福祉総務課、防災危機管理課、区民活動推進課、高齢者福祉課、障害福祉課、介護保険課

主な検討内容 令和７年度の庁内検討メンバー（◎事務局）

（推進本部事務局：防災危機管理課）

【メンバー】福祉部長、危機管理監、区民部長、子ども家庭部長、防災危機管理課長、区民活動推進課長、福祉総務課長、高齢者福祉課長、
障害福祉課長、障害支援担当課長、介護保険課長、子育て支援課長、子ども家庭支援センター長、保育課長
◎福祉総務課（事務局）、防災危機管理課、区民活動推進課、高齢者福祉課、障害福祉課、介護保険課

検討チーム
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○令和３年の災害対策基本法改正により、区市町村に避難行動要支援者にかかる「個別避難計画」の作成が努力義務化された。
（内閣府：計画作成の優先度が高いと判断される者については、概ね５年程度で作成に取り組むこと。）

○区は、庁内横断的な検討チームを設置し検討している。令和６年度に、それまで６つのチームに分かれていた検討チームを、災対各課
ごとの４つのチームに再編した。

○令和５年度より大正大学と共同研究を開始し、個別避難計画の作成を推進している。

１９．災害時要援護者対策に関する区の検討体制
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ご清聴ありがとうございました。

令和８年１月２０日 福祉部 福祉総務課


